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○
放
送

法
関

係
審
査

基
準

（平
成

2
3
年

総
務

省
訓

令
第

3
0
号

）の
一
部

を
改

正
す
る

訓
令

案

（新
旧

対
照

表

）

（下
線

部
分
は

改
正

部
分

）

改
正

後
改

正
前

（認
定
等

の
基

準

）

（認
定

等
の

基
準

）

第
３

条
地

上
基

幹
放
送

の
業

務
の
認

定
等

に
当
た

っ
て

は
次

に
掲

げ
る
条

件

（法
第

1
1
6
条

の
４

第
４

項
に

第
３

条

［同
左

］

、

規
定

す
る

認
定

経
営
基

盤
強

化
計

画
を

提
出
し

た
国

内
基
幹

放
送

事
業
者

（国
内

基
幹

放
送

（指
定

放
送

対
象

地
域

に
係

る
も

の
に
限

る

）を
行

う
認
定

基
幹

放
送
事

業
者

に
限
る

）が
法

第
1
1
6
条

の
５

第
１

項
本

文
。

。

の
規

定
の

適
用

を
受
け

る
場

合
及
び

同
条

第
２
項

各
号

に
掲

げ
る

者
が
同

項
に

お
い

て
読

み
替

え
て

準
用

す
る

同
条

第
１

項
本

文
の
規

定
の

適
用
を

受
け

る
場
合

に
あ

っ
て
は

第
４

号
イ

及
び

第
５

号
を

除
く

）を
満

た
、

。

す
も

の
で

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

［⑴
⑺

略

］

［⑴
⑺

同
左

］

～
～

⑻
法
第
9
3
条

第
１
項

第
５

号
及
び

基
幹

放
送
の

業
務

に
係
る

特
定

役
員
及

び
支

配
関

係
の

定
義

並
び

に
表

現
⑻

法
第
9
3
条

第
１

項
第

４
号

及
び

基
幹

放
送
の

業
務

に
係

る
特
定

役
員

及
び

支
配

関
係
の

定
義

並
び

に
表

現

の
自

由
享

有
基

準
の
特

例
に

関
す
る

省
令

（平
成

2
7
年

総
務

省
令
第

2
6
号

以
下

「自
由

享
有

基
準

」と
い

の
自

由
享

有
基

準
の

特
例

に
関

す
る

省
令

（平
成
2
7
年

総
務

省
令
第

2
6
号

以
下

「自
由

享
有

基
準

」と
い

。
。

う

）に
規
定

す
る
要

件
に

適
合
し

て
い

る
こ
と

う

）に
規

定
す

る
要

件
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

。
。

。
。

［⑼
略

］

［⑼
同

左

］

⑽
自

由
享

有
基

準
第
５

条
の

規
定

に
基

づ
き

一
の

者
が
法

人
又

は
団
体

の
議

決
権

の
1
0
分

の
１

又
は

３
分

⑽
自

由
享

有
基

準
第

４
条
の

規
定

に
基
づ

き
一

の
者

が
法

人
又
は

団
体

の
議

決
権

の
1
0
分

の
１

又
は

３
分

、
、

の
１

を
超

え
る

議
決

権
を
有

し
て

い
る
か

否
か

の
判
定

は
次

の
ア

か
ら

ウ
ま
で

の
議

決
権

を
合

算
し

て
行

の
１

を
超

え
る

議
決

権
を

有
し

て
い

る
か

否
か

の
判

定
は

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
議
決

権
を

合
算
し

て
行

、
、

う
も

の
と

す
る

こ
と

う
も

の
と

す
る

こ
と

。
。

［⑾
略

］

［⑾
同

左

］

⑿
当

該
業

務
を

行
お
う

と
す

る
者
が

法
第

9
3
条
第

１
項

第
７

号
イ

か
ら

ル
ま
で

の
各

規
定

に
該

当
し

な
い

こ
⑿

当
該

業
務

を
行

お
う

と
す

る
者

が
法
第

9
3
条

第
１

項
第

６
号
イ

か
ら

ル
ま
で

の
各

規
定

に
該

当
し

な
い

こ

と
と

。
。

（認
定

の
基

準

）

（認
定

の
基

準

）

第
６

条
認

定
は

次
の

各
号
に

適
合

し
て
い

る
と

認
め
る

と
き

に
行
う

第
６

条

［同
左

］

、
。

［⑴
⑷

略

］

［⑴
⑷

同
左

］

～
～

⑸
衛

星
基

幹
放

送
に

係
る
周

波
数
の

使
用

に
関
す

る
基

準

（令
和

年
総
務

省
令

第
号

）に
適

合

［新
設

］

し
て

い
る

こ
と

。

⑹
法

第
9
3
条
第

１
項

第
５
号

及
び

自
由
享

有
基

準
に
規

定
す

る
要
件

に
適

合
し
て

い
る

こ
と

⑸
法

第
93

条
第

１
項

第
４

号
及

び
自

由
享

有
基

準
に
規

定
す

る
要
件

に
適

合
し
て

い
る

こ
と

。
。

こ
の
場

合
に

お
い

て
自

由
享

有
基

準
第
５

条
の

規
定
に

基
づ

き
一

の
者

が
法

人
又

は
団

体
の

議
決

権
こ

の
場

合
に

お
い

て
自

由
享

有
基

準
第

４
条
の

規
定

に
基
づ

き
一

の
者

が
法

人
又

は
団

体
の

議
決

権
、

、
、

、

の
1
0
分

の
１
又

は
３

分
の
１

を
超

え
る
議

決
権
を

有
し

て
い

る
か
否

か
の

判
定
は

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
の

1
0
分

の
１

又
は

３
分

の
１

を
超

え
る

議
決

権
を

有
し

て
い

る
か
否

か
の

判
定

は
次

の
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

、
、

議
決
権

を
合

算
し
て

行
う

も
の
と

す
る

こ
と

議
決

権
を

合
算

し
て

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

。

［ア
ウ

略

］

［ア
ウ

同
左

］
～

～

⑺

［略

］

⑹

［同
左

］

⑻
当

該
業

務
を
行

お
う

と
す
る

者
が

法
第

9
3
条

第
１

項
第

７
号

イ
か
ら

ル
ま

で

（ホ
を

除
く

）の
各

規
⑺

当
該

業
務

を
行

お
う

と
す

る
者

が
法
第

9
3
条

第
１

項
第

６
号
イ

か
ら

ル
ま
で

（ホ
を
除

く

）の
各

規
、

。
、

。



2

定
に
該

当
し

な
い
こ

と
定

に
該

当
し

な
い

こ
と

。
。

（優
先
順

位

）

（優
先

順
位

）

第
７

条
衛

星
基

幹
放
送

の
業

務
に

関
し

第
６
条

⑴
か

ら
⑻
ま

で
に

適
合
す

る
衛

星
基

幹
放

送
事

業
者

に
指

定
す

第
７

条
衛

星
基

幹
放

送
の

業
務

に
関

し
第

６
条
⑴

か
ら

⑺
ま

で
に

適
合

す
る
衛

星
基

幹
放
送

事
業

者
に
指

定
す

る
こ
と

の
で

き
る
周

波
数

が
不
足

す
る

場
合
に

は
別

紙
３

の
基

準
に
よ

り
比

較
審

査
を

行
う

も
の

と
す

る
る

こ
と

の
で

き
る

周
波

数
が
不

足
す

る
場

合
に

は
別

紙
３

の
基
準

に
よ

り
比
較

審
査

を
行
う

も
の

と
す
る

、
。

、
。

こ
の
場

合
に

お
い
て

次
に

掲
げ

る
周

波
数
ご

と
に

審
査
を

行
う

も
の
と

す
る

こ
の

場
合

に
お

い
て

次
に
掲

げ
る

周
波
数

ご
と

に
審

査
を

行
う
も

の
と

す
る

、
。

、
。

［⑴
⑷

略

］

［⑴
⑷

同
左

］

～
～

（放
送
事

項
等

の
変
更

許
可

の
基
準

）

（放
送

事
項

の
変

更
許

可
の

基
準

）

第
９

条
法

第
9
7
条

第
１
項

の
規

定
に
よ

る
放

送
事

項
等

の
変
更

の
許

可
に
係

る
申

請
書

類
の

審
査

に
当

た
っ

て
第

９
条

法
第

9
7
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
放

送
事

項
の

変
更

の
許
可

を
行

う
に
当

た
っ

て
は

第
６

条
の
規

定
、

は
第
６

条
の

規
定
を

準
用

し
て
審

査
す

る
と

と
も

に
当

該
放

送
事
項

等
の

変
更

に
よ

り
当

該
衛

星
基

幹
放

を
準

用
し

て
審

査
す

る
と

と
も

に
当

該
放

送
事

項
の
変

更
に

よ
り
当

該
衛

星
基

幹
放

送
の

業
務

の
同

一
性

が
、

、
、

送
の

業
務

の
同

一
性
が

失
わ

れ
な
い

か
ど

う
か
を

審
査

し
同

条
の

規
定

に
適

合
し

か
つ

同
一

性
が

失
わ

失
わ

れ
な

い
か

ど
う

か
を

審
査

し
同

条
の

規
定

に
適

合
し

か
つ

同
一

性
が
失

わ
れ

な
い
場

合
は

許
可
す

、
、

、
、

、
、

れ
な

い
場

合
は

許
可
す

る
も

の
と
す

る
た

だ
し

複
数

の
衛

星
基

幹
放
送

の
業

務

（放
送

衛
星

業
務

用
の

周
る

も
の

と
す

る
た

だ
し

複
数

の
衛

星
基

幹
放

送
の

業
務

（放
送

衛
星

業
務

用
の
周

波
数

以
外

の
周

波
数

を
。

、
。

、

波
数

以
外

の
周

波
数
を

使
用

す
る
も

の
に

限
る

）の
認

定
を

受
け

て
い
る

者
が

当
該

衛
星

基
幹

放
送

の
業

使
用

す
る

も
の

に
限

る

）の
認

定
を

受
け

て
い

る
者
が

当
該
衛

星
基

幹
放
送

の
業

務
の

伝
送

容
量

等

（一
。

、
。

、

務
の

伝
送

容
量

等

（一
秒

に
お

け
る

シ
ン

ボ
ル
数

一
秒

に
お

け
る

基
準

シ
ン

ボ
ル

数
一

秒
に

お
け

る
伝

送
秒

に
お

け
る

シ
ン

ボ
ル

数
一

秒
に

お
け

る
基

準
シ

ン
ボ

ル
数

一
秒

に
お

け
る
伝

送
容

量
又
は

一
秒

に
お
け

、
、

、
、

容
量

又
は

一
秒

に
お
け

る
基

準
伝
送

容
量

の
こ
と

を
い

う
以

下
こ

の
条
に

お
い

て
同

じ

）の
合

計
の

範
囲

る
基

準
伝

送
容

量
の

こ
と
を

い
う

以
下

こ
の

条
に
お

い
て

同
じ

）の
合

計
の

範
囲

内
で

一
部

の
衛

星
基

。
。

。
。

、

内
で

一
部

の
衛

星
基

幹
放

送
の
業

務
を

廃
止
す

る
と

と
も
に

他
の

衛
星
基

幹
放

送
の

業
務

の
放

送
の

音
質

幹
放

送
の

業
務

を
廃

止
す

る
と
と

も
に

他
の
衛

星
基

幹
放
送

の
業

務
の

放
送

の
音
質

画
質

等
の

向
上

の
た
め

、
、

、

画
質

等
の

向
上

の
た
め

そ
の

指
定
さ

れ
た

伝
送
容

量
等

を
増
加

す
る

場
合
で

あ
っ

て
伝

送
容

量
等

を
増

加
す

そ
の

指
定

さ
れ

た
伝

送
容

量
等
を

増
加

す
る
場

合
で

あ
っ
て

伝
送

容
量

等
を

増
加

す
る

衛
星
基

幹
放

送
の
業

、
、

る
衛

星
基
幹

放
送

の
業

務
の

放
送
事

項
等

に
廃

止
す

る
衛
星

基
幹

放
送
の

業
務

の
放

送
事

項
の

全
部

又
は

一
務

の
放

送
事

項
に

廃
止

す
る
衛

星
基

幹
放
送

の
業

務
の
放

送
事

項
の

全
部

又
は

一
部

を
加

え
る
場

合
は

衛
、

、
、

部
を

加
え
る

場
合

は
衛

星
基

幹
放

送
の

業
務
の

同
一

性
は
失

わ
れ

な
い
も

の
と

み
な

す
星

基
幹

放
送

の
業

務
の

同
一

性
は

失
わ

れ
な

い
も

の
と

み
な

す
、

。
。

（認
定

の
基

準

）

（認
定

の
基

準

）

第
10

条
の

３
認
定

は
次

の
各

号
に

適
合
し

て
い

る
と
認

め
る

と
き
に

行
う

第
10

条
の

３

［同
左

］

、
。

［⑴
⑸

略

］

［⑴
⑸

同
左

］

～
～

⑹
法

第
9
3
条
第

１
項
第

５
号

及
び
自

由
享

有
基
準

に
規

定
す

る
要

件
に

適
合
し

て
い

る
こ

と
⑹

法
第

93
条

第
１

項
第

４
号

及
び

自
由
享

有
基

準
に

規
定

す
る
要

件
に

適
合
し

て
い

る
こ
と

。
。

こ
の

場
合

に
お
い

て
自

由
享

有
基

準
第
５

条
の

規
定
に

基
づ

き
一

の
者

が
法

人
又

は
団

体
の

議
決

権
こ

の
場

合
に

お
い

て
自

由
享

有
基

準
第

４
条

の
規

定
に
基

づ
き

一
の

者
が

法
人

又
は

団
体

の
議

決
権

、
、

、
、

の
1
0
分
の

１
又

は
３
分

の
１

を
超
え

る
議

決
権
を

有
し

て
い

る
か

否
か

の
判
定

は
次

の
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

の
1
0
分

の
１

又
は

３
分

の
１

を
超

え
る

議
決

権
を
有

し
て

い
る
か

否
か

の
判

定
は

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
、

、

議
決

権
を

合
算
し

て
行

う
も
の

と
す

る
こ

と
議

決
権

を
合

算
し

て
行

う
も

の
と

す
る

こ
と

。
。

［ア
ウ

略

］

［ア
ウ

同
左

］

～
～

［⑺
略

］

［⑺
同

左

］

⑻
当

該
業

務
を

行
お

う
と
す

る
者

が
法

第
9
3
条

第
１
項

第
７

号
イ
か

ら
ル

ま
で

（ホ
を

除
く

）の
各

規
⑻

当
該

業
務

を
行

お
う

と
す

る
者

が
法

第
9
3
条
第

１
項

第
６
号

イ
か

ら
ル

ま
で

（ホ
を

除
く

）の
各

規
、

。
、

。

定
に

該
当

し
な
い

こ
と

定
に

該
当

し
な

い
こ

と
。

。

別
紙

２

（第
６

条
及

び
第
1
0
条

の
３

関
係

）

別
紙

２

（第
６

条
及

び
第

10
条

の
３

関
係

）

第
６
条

⑺
又

は
第
1
0
条

の
３
⑺

に
よ

る
審
査

は
関

係
法

令
基

幹
放

送
普

及
計
画

及
び

基
幹

放
送

用
周

波
数

第
６

条
⑹

又
は

第
1
0
条

の
３
⑺

に
よ

る
審

査
は

関
係

法
令

基
幹

放
送

普
及

計
画

及
び

基
幹
放

送
用

周
波
数

、
、

、
、

使
用

計
画

に
よ

る
ほ
か

下
記

の
基

準
に

よ
る
こ

と
と

す
る

使
用

計
画

に
よ

る
ほ

か
下

記
の

基
準

に
よ

る
こ
と

と
す

る
、

。
、

。

記
記

［１
1
9

略

］

［１
1
9

同
左

］

～
～
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